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事務総局会議（第26回）議事録

’平成30年10月9日 （火）午後2時00分～午後2時47分日時

場所｜総局会議室

出席今崎事務総長，村田総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，平田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，澤村家庭局第一課長，徳岡秘書課長兼
圭
"臼

広報課長，佐伯情報政策課長石井審議官，長崎審議官 ’
高等裁判所長官事務打合せの開催について

村田総務局長説明（資料第1）

高等裁判所事務局総務課長等事務打合せの開催について

村田総務局長説明（資料第2）

平成30年度裁判所所管補正予算（第1号）について

笠井経理局長説明（資料第3）

家事事件担当裁判官等鶉議会の開催について

澤村家庭局第一課長説明（資料第4）

首席家庭裁判所調査官協議会の開催について

渥村家庭局第一課長説明（資料第5）
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需替壹壱講料芋’ 事務総局会議配布資料

高等裁判所長官事務打合せ開催要領.(案）

主催

期日

場所

協議事項

最高裁判所

平成30年11月19日 （月）及び20日 （火）

最高裁判所

(1) 当面の司法行政上の諸問題について

(2)人事について

高等裁判所長官8人

随員高等裁判所事務局長8人

１
２
３
４

5 出席者
（

6 日程
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10：00
～

12：00

12：00
～

13：00

13：00
～

15：00

15：00
～

17：00

協議終了
後

19日

(月）
昼食
休憩
個別協議 最高裁長官挨

拶
全体協議

懇談会

10：00
～

12：00

12：00
～

13：00

13：00
～

17：00

20日

(火）
個別協議 昼食

休憩
個別協議
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需溺竜議料楽聖9 事務総局会議配布資料

(平成30． 10． 9総一印）

高等裁判所事務局総務課長等事務打合せの開催について

主催 最高裁判所

期日 平成30年11月15日 （木）

場所 最高裁判所

協議事項（1）大規模自然災害への対応について

１
２
３
４

(2)改定情報セキュリティポリシーを理解・浸透させるための効果

的な方策について

(3)文書事務について

(4)広報活動の充実・強化について

(5) 総務事務の実情と課題について

(6) その他総務事務全般の連絡協議

各高等裁判所事務局の総務課長及び文書企画官

（
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合計 16人
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平成30年度裁判所所管補正予算（第1号）について

(単位:千円）
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区 分 金 額 備 考

当初予算額 321,210,516

補正要求額

修正追加額

273,900

273’900 裁判所施設費

(裁判所施設災害復旧経費）

庁舎改修

神戸地方裁判所ほか3庁

273,900

1次補正後予算額 321,484,416
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平成30年度補正予算（第1号）施設主要案件

(単位：百万円）

274
－裁判所施設災害復旧経費

庁舎改修

（

神 地 裁戸本 庁

堺地家裁支部 （大阪）
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講善壱壱誘料許9

（平成30. 10. 9家二印）

家事事件担当裁判官等協議会の開催について

主催 （1）東京，大阪，名古屋，福岡各高等裁判所

（2） (1)以外の高等裁判所は，次により共催

ア広島，高松各高等裁判所

イ仙台，札幌各高等裁判所

期日 平成31年1月及び2月中の1日

場所 1の(1)については，各高等裁判所

1の(2)のアについては，広島高等裁判所

1の(2)のイについては，仙台高等裁判所

協議事項（1）後見関係事件の運用上の諸問題
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（2）家庭裁判所全体の紛争解決機能の強化という観点から取り組む

べき調停運営に関する課題

各高等裁判所管内の家庭裁判所において家事事件を担当する裁判官，

家庭裁判所調査官及び裁判所書記官

協議員5
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(平30． 10． 9家三印）

首席家庭裁判所調査官協議会の開催について

主 催 次のとおり共催 ．

(1)東京，札幌各高等裁判所

（2）大阪，広島各高等裁判所

(3)名古屋，仙台各高等裁判所

(4)福岡，高松各高等裁判所

平成31年1月又は2月中の1日

1の(1)については，東京高等裁判所 ・

1の(2)については，大阪高等裁判所

1の(3)についてほ，名古屋高等裁判所

1の(4)については，福岡高等裁判所

家庭裁判所調査官の調査事務等に関し考慮すべき事項

首席家庭裁判所調査官の執務に関し考慮すべき事項

各家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官 合計50人

1

期
場
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日
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協議事項4

協議員5

く


